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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画像処理装置それぞれについて、異なる特性の複数の用紙それぞれが搬送路の或
る搬送区間を通過する通過期間に関する情報及び前記複数の用紙それぞれの利用状況に関
する情報から、搬送不良に関する搬送不良情報を推定する推定モデルを記憶する記憶手段
と、
　推定対象とする画像処理装置について、用紙の特性、前記用紙の前記通過期間に関する
情報、及び前記用紙の前記利用状況に関する情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段の取得結果から、前記推定モデルを用いて前記搬送不良情報を推定する推
定手段と、
　を備え、
　前記利用状況に関する情報は、異なる特性の用紙への切り替え頻度及び画像が形成され
た前記用紙に再度画像を形成する追い刷り処理の頻度の少なくとも一方を含む、
　推定装置。
【請求項２】
　複数の画像処理装置それぞれについて、異なる特性の複数の用紙それぞれが搬送路の或
る搬送区間を通過する通過期間に関する情報及び前記複数の用紙それぞれの利用状況に関
する情報から、搬送不良に関する搬送不良情報を推定する推定モデルを記憶する記憶手段
と、
　推定対象とする画像処理装置について、用紙の特性、前記用紙の前記通過期間に関する
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情報、及び前記用紙の前記利用状況に関する情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段の取得結果から、前記推定モデルを用いて前記用紙の搬送不良の発生頻度
である前記搬送不良情報を推定する推定手段と、
　を備えた推定装置。
【請求項３】
　複数の画像処理装置それぞれについて、異なる特性の複数の用紙それぞれが搬送路の或
る搬送区間を通過する通過期間に関する情報及び前記複数の用紙それぞれの利用状況に関
する情報から、搬送不良に関する搬送不良情報を推定する推定モデルを記憶する記憶手段
と、
　推定対象とする画像処理装置について、用紙の特性、前記用紙の前記通過期間に関する
情報、及び前記用紙の前記利用状況に関する情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段の取得結果から、前記推定モデルを用いて前記搬送不良情報を推定する推
定手段と、
　を備え、
　前記搬送区間が複数存在し、
　前記推定モデルは前記複数の搬送区間のそれぞれについて構築され、
　前記取得手段は、前記複数の搬送区間のそれぞれについて用紙の特性、前記用紙の前記
通過期間に関する情報、及び前記用紙の前記利用状況に関する情報を取得し、
　前記推定手段は、前記複数の搬送区間のそれぞれについて前記搬送不良情報を推定する
、
　推定装置。
【請求項４】
　前記利用状況に関する情報は、異なる特性の用紙への切り替え頻度及び画像が形成され
た前記用紙に再度画像を形成する追い刷り処理の頻度の少なくとも一方を含む
　請求項２又は請求項３記載の推定装置。
【請求項５】
　前記特性は、用紙の坪量を含み、
　前記推定手段は、前記用紙の切り替え頻度に対して前記坪量に応じた重み値を設定して
重み付けを行って前記搬送不良情報を推定する
　請求項１又は請求項４記載の推定装置。
【請求項６】
　前記通過期間に関する情報は、前記搬送区間を用紙が通過するのに要する時間の平均値
及び標準偏差である
　請求項１から請求項５の何れか１項記載の推定装置。
【請求項７】
　前記搬送不良情報は、前記用紙の搬送不良の発生頻度である
　請求項３又は請求項６の何れか１項記載の推定装置。
【請求項８】
　前記推定モデルは、前記画像処理装置の機種毎に予め構築されている
　請求項１から請求項７の何れか１項記載の推定装置。
【請求項９】
　前記搬送不良情報に基づいて、保守作業の必要性を報知する報知手段をさらに備えた
　請求項１から請求項８の何れか１項記載の推定装置。
【請求項１０】
　前記報知手段は、前記搬送不良情報により示される不良の度合いが大きいほど、保守作
業の必要性を上げて報知する
　請求項９記載の推定装置。
【請求項１１】
　コンピュータを、請求項１から請求項１０の何れか１項記載の推定装置の取得手段及び
推定手段として機能させるためのプログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、推定装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、用紙を搬送する搬送機構の劣化を判断可能な画像形成装置が開示され
ている。この技術では、搬送された用紙を搬送経路上の所定の位置において検知する用紙
検知部と、前記搬送経路上の所定区間において前記用紙を搬送するために要した搬送時間
の情報である搬送時間情報を前記用紙検知部による検知結果に応じて取得する搬送時間情
報取得部と、を備えている。また、この技術では、前記搬送された用紙の摩擦係数に関す
る情報である摩擦係数関連情報を取得する摩擦係数関連情報取得部と、前記取得された搬
送時間情報に基づいて前記搬送機構の経時劣化を判断する経時劣化判断部と、も備えてい
る。さらに、この技術では、前記経時劣化判断部が、前記取得された摩擦係数関連情報に
基づいて前記経時劣化の判断結果を変える。
【０００３】
　特許文献２には、画像データからの画像を記録用紙に形成する画像形成装置が開示され
ている。この技術では、前記記録用紙を格納する給紙部と、前記給紙部に対し前記記録用
紙が補充されたことを検知する検知部と、を備えている。また、この技術では、前記給紙
部に前記記録用紙を格納したまま所定の期間を過ぎると劣化のおそれのある格納限界期間
と、前記給紙部に対する前記記録用紙の補充の時から起算して現在までの期間である格納
期間とを記憶する媒体情報記憶部と、も備えている。さらに、この技術では、前記媒体情
報記憶部に記憶した前記格納期間と前記格納限界期間とに基づいて、ワーニング表示を報
知する格納期間監視部も備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２１０８０１号公報
【特許文献２】特開２０１４－０６９３６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、用紙の通過期間及び用紙の特性を示す特性情報のみを用いて用紙の搬送不良
に関する搬送不良情報を推定する場合に比較して、搬送不良情報を精度良く推定すること
ができる推定装置及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の推定装置は、複数の画像処理装置それぞ
れについて、異なる特性の複数の用紙それぞれが搬送路の或る搬送区間を通過する通過期
間に関する情報及び前記複数の用紙それぞれの利用状況に関する情報から、搬送不良に関
する搬送不良情報を推定する推定モデルを記憶する記憶手段と、推定対象とする画像処理
装置について、用紙の特性、前記用紙の前記通過期間に関する情報、及び前記用紙の前記
利用状況に関する情報を取得する取得手段と、前記取得手段の取得結果から、前記推定モ
デルを用いて前記搬送不良情報を推定する推定手段と、を備え、前記利用状況に関する情
報が、異なる特性の用紙への切り替え頻度及び画像が形成された前記用紙に再度画像を形
成する追い刷り処理の頻度の少なくとも一方を含むものである。
【０００７】
　また、請求項２に記載の発明は、複数の画像処理装置それぞれについて、異なる特性の
複数の用紙それぞれが搬送路の或る搬送区間を通過する通過期間に関する情報及び前記複
数の用紙それぞれの利用状況に関する情報から、搬送不良に関する搬送不良情報を推定す
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る推定モデルを記憶する記憶手段と、推定対象とする画像処理装置について、用紙の特性
、前記用紙の前記通過期間に関する情報、及び前記用紙の前記利用状況に関する情報を取
得する取得手段と、前記取得手段の取得結果から、前記推定モデルを用いて前記用紙の搬
送不良の発生頻度である前記搬送不良情報を推定する推定手段と、を備えている。
 
【０００８】
　また、請求項３に記載の発明は、複数の画像処理装置それぞれについて、異なる特性の
複数の用紙それぞれが搬送路の或る搬送区間を通過する通過期間に関する情報及び前記複
数の用紙それぞれの利用状況に関する情報から、搬送不良に関する搬送不良情報を推定す
る推定モデルを記憶する記憶手段と、推定対象とする画像処理装置について、用紙の特性
、前記用紙の前記通過期間に関する情報、及び前記用紙の前記利用状況に関する情報を取
得する取得手段と、前記取得手段の取得結果から、前記推定モデルを用いて前記用紙の搬
送不良の発生頻度である前記搬送不良情報を推定する推定手段と、を備え、前記搬送区間
が複数存在し、前記推定モデルが前記複数の搬送区間のそれぞれについて構築され、前記
取得手段が、前記複数の搬送区間のそれぞれについて用紙の特性、前記用紙の前記通過期
間に関する情報、及び前記用紙の前記利用状況に関する情報を取得し、前記推定手段が、
前記複数の搬送区間のそれぞれについて前記搬送不良情報を推定するものである。
【０００９】
　また、請求項４に記載の発明は、請求項２又は請求項３に記載の発明において、前記利
用状況に関する情報が、異なる特性の用紙への切り替え頻度及び画像が形成された前記用
紙に再度画像を形成する追い刷り処理の頻度の少なくとも一方を含むものである。
【００１０】
　また、請求項５に記載の発明は、請求項１又は請求項４に記載の発明において、前記特
性が、用紙の坪量を含み、前記推定手段が、前記用紙の切り替え頻度に対して前記坪量に
応じた重み値を設定して重み付けを行って前記搬送不良情報を推定するものである。
【００１１】
　また、請求項６に記載の発明は、請求項１から請求項５の何れか１項に記載の発明にお
いて、前記通過期間に関する情報が、前記搬送区間を用紙が通過するのに要する時間の平
均値及び標準偏差であるものである。
【００１２】
　また、請求項７に記載の発明は、請求項３又は請求項６に記載の発明において、前記搬
送不良情報が、前記用紙の搬送不良の発生頻度であるものである。
　また、請求項８に記載の発明は、請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の発明に
おいて、前記推定モデルが、前記画像処理装置の機種毎に予め構築されているものである
。
【００１３】
　また、請求項９に記載の発明は、請求項１から請求項８の何れか１項に記載の発明にお
いて、前記搬送不良情報に基づいて、保守作業の必要性を報知する報知手段をさらに備え
ている。
　また、請求項１０に記載の発明は、請求項９に記載の発明において、前記報知手段が、
前記搬送不良情報により示される不良の度合いが大きいほど、保守作業の必要性を上げて
報知するものである。
【００１４】
　一方、上記目的を達成するために、請求項１１に記載のプログラムは、コンピュータを
、請求項１から請求項９の何れか１項に記載の推定装置の取得手段及び推定手段として機
能させるためのものである。
【発明の効果】
【００１５】
　請求項１、請求項２、請求項３、及び請求項１１に記載の発明によれば、用紙の通過期
間及び用紙の特性を示す特性情報のみを用いて用紙の搬送不良に関する搬送不良情報を推
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定する場合に比較して、搬送不良情報を精度良く推定することができる。
【００１６】
　請求項４に記載の発明によれば、用紙の利用状況を示す値として、用紙の種類毎の利用
期間を適用する場合に比較して、搬送不良情報を精度良く推定することができる。
【００１７】
　請求項５に記載の発明によれば、用紙の坪量に応じた重み付けを行わずに推定モデルを
構築する場合に比較して、搬送不良情報を精度良く推定することができる。
【００１８】
　請求項６に記載の発明によれば、用紙の通過期間のみを用いて搬送不良情報を推定する
場合に比較して、搬送不良情報を精度良く推定することができる。
【００１９】
　請求項７に記載の発明によれば、用紙の搬送不良の発生頻度を精度良く推定することが
できる。
【００２０】
　請求項８に記載の発明によれば、画像処理装置の機種毎に搬送不良情報を精度良く推定
することができる。
【００２１】
　請求項３に記載の発明によれば、複数の搬送区間のそれぞれについて搬送不良情報を精
度良く推定することができる。
【００２２】
　請求項９及び請求項１０記載の発明によれば、推定結果に応じて保守作業が必要な時期
を把握することができる。
 
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】実施の形態に係る推定システムの概略構成図である。
【図２】実施の形態に係る画像形成装置の概略構成図（破断側面図）である。
【図３】実施の形態に係る画像形成装置の搬送部の概略構成図（破断側面図）である。
【図４】実施の形態に係る画像形成装置の電気系の要部構成を示すブロック図である。
【図５】実施の形態に係る推定装置の電気系の要部構成を示すブロック図である。
【図６】実施の形態に係る画像形成装置及び推定装置の機能的な構成を示す機能ブロック
図である。
【図７】実施の形態に係る用紙搬送情報の一例を示す模式図である。
【図８】実施の形態に係る解析情報の一例を示す模式図である。
【図９】実施の形態に係る搬送不良蓄積情報の一例を示す模式図である。
【図１０】実施の形態に係る情報送信処理プログラムの処理の流れを示すフローチャート
である。
【図１１】実施の形態に係る推定モデル構築処理プログラムの処理の流れを示すフローチ
ャートである。
【図１２】実施の形態に係る推定処理プログラムの処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【図１３】実施の形態に係る搬送不良発生レート表示画面の一例を示す概略図である。
【図１４Ａ】実施の形態に係る重送発生レートの推定値の推移の一例を示すグラフである
。
【図１４Ｂ】実施の形態に係る搬送停止不良発生レートの推定値の推移の一例を示すグラ
フである。
【図１５Ａ】実施の形態に係る重送発生レートの推定値及び実績値の一例を示す散布図で
ある。
【図１５Ｂ】実施の形態に係る搬送停止不良発生レートの推定値及び実績値の一例を示す
散布図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、図面を参照して、本発明を実施するための形態を詳細に説明する。なお、ここで
は、複数の画像形成装置と１台の推定装置とが通信回線を介して接続され、該推定装置に
より各画像形成装置を統括的に管理する推定システムに適用した実施の形態について説明
する。
【００２５】
　まず、図１を参照して、本実施の形態に係る推定システム３００の構成を説明する。
【００２６】
　図１に示すように、本実施の形態に係る推定システム３００は、複数の画像形成装置１
０ａ、１０ｂ、・・・と、推定装置３１０とを備えている。なお、以下では、画像形成装
置１０ａ、１０ｂ、・・・を区別する必要がない場合は、符号末尾のアルファベットを省
略する。
【００２７】
　各画像形成装置１０及び推定装置３１０は、ＬＡＮ（Local Area Network）、ＷＡＮ（
Wide Area Network）等の予め定められた通信回線１１を介して接続されている。そして
、各画像形成装置１０及び推定装置３１０は、通信回線１１を介して各種データの送受信
を相互に行う。
【００２８】
　次に、図２を参照して、本実施の形態に係る画像形成装置１０の構成を説明する。なお
、図２では、錯綜を回避するために、後述するタイミングセンサ５７及び重送センサ５９
（図３参照。）の図示を省略している。
【００２９】
　本実施の形態に係る画像形成装置１０は、フルカラー画像または白黒画像を形成（印刷
）するものであり、図２に示すように、水平方向の一方側（図２における左側）の部分を
構成する第１処理部が収容された第１筐体１０Ａを備えている。また、画像形成装置１０
は、第１筐体１０Ａと分割可能に接続され、水平方向の他方側（図２における右側）の部
分を構成する第２処理部が収容された第２筐体１０Ｂを備えている。
【００３０】
　第２筐体１０Ｂの上部には、コンピュータ等の外部装置から送られてくる画像データに
画像処理を施す画像信号処理部１３が設けられている。
【００３１】
　一方、第１筐体１０Ａの上部には、トナーカートリッジ１４Ｖ、１４Ｗ、１４Ｙ、１４
Ｍ、１４Ｃ、１４Ｋが水平方向に沿って交換可能に設けられている。トナーカートリッジ
１４Ｖ、１４Ｗ、１４Ｙ、１４Ｍ、１４Ｃ、１４Ｋには、第１特別色（Ｖ）、第２特別色
（Ｗ）、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、ブラック（Ｋ）の各トナーが
収容される。
【００３２】
　なお、第１特別色及び第２特別色としては、イエロー、マゼンタ、シアン、及びブラッ
ク以外の色（透明を含む）から任意の色が適宜選択される。また、以下では、各構成部品
について第１特別色（Ｖ）、第２特別色（Ｗ）、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シア
ン（Ｃ）、及びブラック（Ｋ）の各色を区別する場合は、数字の後にＶ、Ｗ、Ｙ、Ｍ、Ｃ
、Ｋの何れかの添字を付して説明する。さらに、以下では、各構成部品について第１特別
色（Ｖ）、第２特別色（Ｗ）、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、及びブ
ラック（Ｋ）の各色を区別しない場合は、数字の後のＶ、Ｗ、Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋを省略する
。
【００３３】
　さらに、トナーカートリッジ１４の下側には、各色のトナーに対応する６つの画像形成
ユニット１６が、各トナーカートリッジ１４と対応するように水平方向に沿って設けられ
ている。
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【００３４】
　各画像形成ユニット１６に設けられた露光装置４０（４０Ｖ、４０Ｗ、４０Ｙ、４０Ｍ
、４０Ｃ、４０Ｋ）は、前述した画像信号処理部１３によって画像処理が施された画像デ
ータを画像信号処理部１３から受け取る。そして、各露光装置４０は、受け取った画像デ
ータに応じて変調した光ビームＬを後述する像保持体１８（１８Ｖ、１８Ｗ、１８Ｙ、１
８Ｍ、１８Ｃ、１８Ｋ）へ照射する。
【００３５】
　各画像形成ユニット１６は、一方向に回転駆動される像保持体１８を備えている。各露
光装置４０から各像保持体１８へ光ビームＬが照射されることにより、各像保持体１８に
静電潜像が形成される。
【００３６】
　各像保持体１８の周囲には、像保持体１８を帯電するコロナ放電方式（非接触帯電方式
）のスコロトロン帯電器と、露光装置４０によって像保持体１８に形成された静電潜像を
現像剤で現像する現像装置と、が設けられている。また、各像保持体１８の周囲には、転
写後の像保持体１８に残留する現像剤を除去するブレードと、転写後の像保持体１８に光
を照射して除電を行う除電装置と、が設けられている。なお、スコロトロン帯電器、現像
装置、ブレード、及び除電装置は、像保持体１８の表面と対向して、像保持体１８の回転
方向上流側から下流側へ向けてこの順番で配置されている。
【００３７】
　また、各画像形成ユニット１６の下側には、転写部３２が設けられている。転写部３２
は、各像保持体１８と接触する環状の中間転写ベルト３４と、各像保持体１８に形成され
たトナー画像を中間転写ベルト３４に多重転写させる一次転写ロール３６と、を含んで構
成されている。
【００３８】
　中間転写ベルト３４は、図示しないモータで駆動される駆動ロール３８と、中間転写ベ
ルト３４に張力を付与する張力付与ロール４１と、後述する二次転写ロール６２に対向す
る対向ロール４２と、複数の巻掛ロール４４と、に巻き掛けられている。そして、中間転
写ベルト３４は、駆動ロール３８により、一方向（図２における反時計回り方向）に循環
移動される。
【００３９】
　各一次転写ロール３６は、中間転写ベルト３４を挟んで各画像形成ユニット１６の像保
持体１８と対向配置されている。また、各一次転写ロール３６は、図示しない給電ユニッ
トによって、トナーの極性とは逆極性の転写バイアス電圧が印加される。この構成により
、各像保持体１８に形成されたトナー画像が中間転写ベルト３４に転写される。
【００４０】
　中間転写ベルト３４を挟んで駆動ロール３８の反対側には、ブレードを中間転写ベルト
３４に接触させて、中間転写ベルト３４上の残留トナーや紙粉等を除去する除去装置４６
が設けられている。
【００４１】
　一方、転写部３２の下方には、記録媒体の一例としての用紙Ｐが収容される用紙収容部
４８が水平方向に沿って２つ設けられている。
【００４２】
　各用紙収容部４８は、第１筐体１０Ａから引き出し自在とされている。各用紙収容部４
８の一端側（図２における右側）の上方には、各用紙収容部４８から用紙Ｐを搬送路６０
へ送り出す送出ロール５２が設けられている。
【００４３】
　各用紙収容部４８内には、用紙Ｐが載せられる底板５０が設けられている。底板５０は
、用紙収容部４８が第１筐体１０Ａから引き出されると、後述する制御装置２０の指示に
よって下降する。底板５０が下降することで、ユーザが用紙Ｐを補充する空間が用紙収容
部４８に形成される。
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【００４４】
　第１筐体１０Ａから引き出された用紙収容部４８が第１筐体１０Ａに装着されると、底
板５０が、制御装置２０の指示によって上昇する。底板５０が上昇することで、底板５０
に載せられた最上位の用紙Ｐと送出ロール５２とが当たる。
【００４５】
　送出ロール５２の用紙Ｐの搬送方向の下流側（以下、単に「下流側」ともいう。）には
、用紙収容部４８から重なって送り出された用紙Ｐを１枚ずつに分離する分離ロール５６
が設けられている。分離ロール５６の下流側には、用紙Ｐを下流側に搬送する複数の搬送
ロール５４が設けられている。なお、以下では、送出ロール５２、搬送ロール５４、及び
分離ロール５６の各ロールを総称して「駆動部材」という。
【００４６】
　用紙収容部４８と転写部３２との間には、搬送路６０が設けられている。搬送路６０は
、用紙収容部４８から送り出された用紙Ｐを第１折返部６０Ａで図２における左側に折り
返し、さらに、第２折返部６０Ｂで図２における右側に折り返すように、二次転写ロール
６２と対向ロール４２との間の転写位置Ｔへ延びている。
【００４７】
　二次転写ロール６２は、給電ユニットによって、トナーの極性とは逆極性の転写バイア
ス電圧が印加される。この構成により中間転写ベルト３４に多重転写された各色のトナー
画像が、二次転写ロール６２によって、搬送路６０に沿って搬送されてきた用紙Ｐに二次
転写される。
【００４８】
　搬送路６０の第２折返部６０Ｂへ合流するように、第１筐体１０Ａの側面から延びる予
備経路６６が設けられている。第１筐体１０Ａに隣接して配置される図示しない別の用紙
収容部から送り出された用紙Ｐが予備経路６６を通って搬送路６０に入り込む。
【００４９】
　転写位置Ｔの下流側には、トナー画像が転写された用紙Ｐを第２筐体１０Ｂに向けて搬
送する複数の搬送ベルト７０が第１筐体１０Ａに設けられ、搬送ベルト７０によって搬送
された用紙Ｐを下流側に搬送する搬送ベルト８０が第２筐体１０Ｂに設けられている。
【００５０】
　複数の搬送ベルト７０及び搬送ベルト８０のそれぞれは、環状に形成されており、一対
の巻掛ロール７２に巻き掛けられている。一対の巻掛ロール７２は、用紙Ｐの搬送方向の
上流側と下流側とにそれぞれ配置されており、一方が回転駆動することにより、搬送ベル
ト７０（搬送ベルト８０）を一方向（図２における時計回り方向）に循環移動させる。
【００５１】
　搬送ベルト８０の下流側には、用紙Ｐの表面に転写されたトナー画像を用紙Ｐに熱と圧
力で定着させる定着ユニット８２が設けられている。
【００５２】
　定着ユニット８２は、定着ベルト８４と、定着ベルト８４に対して下側から接触するよ
うに配置された加圧ロール８８と、を備えている。定着ベルト８４と加圧ロール８８との
間には、用紙Ｐを加圧及び加熱してトナー画像を定着させる定着部Ｎが形成されている。
【００５３】
　定着ベルト８４は、環状に形成されており、駆動ロール８９及び従動ロール９０に巻き
掛けられている。駆動ロール８９は、加圧ロール８８に対して上側から対向しており、従
動ロール９０は、駆動ロール８９よりも上側に配置されている。
【００５４】
　駆動ロール８９及び従動ロール９０は、それぞれに、ハロゲンヒータ等の加熱部が内蔵
されている。この加熱部により、定着ベルト８４が加熱される。
【００５５】
　定着ユニット８２の下流側には、定着ユニット８２から送り出された用紙Ｐを下流側へ
搬送する搬送ベルト１０８が設けられている。搬送ベルト１０８は、搬送ベルト７０と同
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様に形成されている。
【００５６】
　搬送ベルト１０８の下流側には、定着ユニット８２によって加熱された用紙Ｐを冷却す
る冷却ユニット１１０が設けられている。
【００５７】
　冷却ユニット１１０は、用紙Ｐの熱を吸収する吸収装置１１２と、用紙Ｐを吸収装置１
１２に押し付ける押付装置１１４と、を備えている。吸収装置１１２は、搬送路６０に対
する一方側（図２における上側）に配置され、押付装置１１４は、他方側（図２における
下側）に配置されている。
【００５８】
　吸収装置１１２は、用紙Ｐと接触し、用紙Ｐの熱を吸収する環状の吸収ベルト１１６を
備えている。吸収ベルト１１６は、吸収ベルト１１６へ駆動力を伝達する駆動ロール１２
０と、複数の巻掛ロール１１８と、に巻き掛けられている。
【００５９】
　吸収ベルト１１６の内周側には、吸収ベルト１１６と面状に接触して吸収ベルト１１６
が吸収した熱を放熱させるアルミニウム材料で形成されたヒートシンク１２２が設けられ
ている。
【００６０】
　さらに、ヒートシンク１２２から熱を奪い熱気を外部へ排出させるためのファン１２８
が、第２筐体１０Ｂの裏側（図２に示す紙面奥側）に配置されている。
【００６１】
　押付装置１１４は、用紙Ｐを吸収ベルト１１６へ押し付けながら用紙Ｐを搬送する環状
の押付ベルト１３０を備えている。押付ベルト１３０は、複数の巻掛ロール１３２に巻き
掛けられている。
【００６２】
　冷却ユニット１１０の下流側には、用紙Ｐを挟んで搬送し、用紙Ｐの湾曲（カール）を
矯正する矯正装置１４０が設けられている。
【００６３】
　矯正装置１４０の下流側には、用紙Ｐに定着されたトナー画像のトナー濃度欠陥、画像
欠陥、画像位置欠陥等を検出するインラインセンサ（登録商標）２００が設けられている
。
【００６４】
　インラインセンサ２００の下流側には、片面に画像が形成された用紙Ｐを第２筐体１０
Ｂの側面に取り付けられた排出部１９６に排出する排出ロール１９８が設けられている。
【００６５】
　一方、用紙Ｐの両面に画像を形成させる場合は、インラインセンサ２００から送出され
た用紙Ｐは、インラインセンサ２００の下流側に設けられた反転経路１９４に搬送される
。
【００６６】
　反転経路１９４には、搬送路６０から分岐する分岐パス１９４Ａと、分岐パス１９４Ａ
に沿って搬送される用紙Ｐを第１筐体１０Ａ側に向けて搬送する用紙搬送パス１９４Ｂと
、が設けられている。さらに、反転経路１９４には、用紙搬送パス１９４Ｂに沿って搬送
される用紙Ｐを逆方向に向けて折返してスイッチバック搬送させて表裏を反転させる反転
パス１９４Ｃが設けられている。
【００６７】
　この構成により、反転パス１９４Ｃでスイッチバック搬送された用紙Ｐは、第１筐体１
０Ａに向けて搬送され、さらに、用紙収容部４８の上方に設けられた搬送路６０に入り込
み、転写位置Ｔへ再度送り込まれる。
【００６８】
　次に、本実施の形態に係る画像形成装置１０の画像形成工程について説明する。
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【００６９】
　画像信号処理部１３で画像処理が施された画像データが、各露光装置４０に送られる。
各露光装置４０では、画像データに応じて各光ビームＬを出射して、スコロトロン帯電器
によって帯電した各像保持体１８に露光し、各像保持体１８に静電潜像が形成される。
【００７０】
　像保持体１８に形成された静電潜像は、現像装置によって現像され、第１特別色（Ｖ）
、第２特別色（Ｗ）、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、ブラック（Ｋ）
の各色のトナー画像が形成される。
【００７１】
　各画像形成ユニット１６Ｖ、１６Ｗ、１６Ｙ、１６Ｍ、１６Ｃ、１６Ｋの像保持体１８
に形成された各色のトナー画像は、６つの一次転写ロール３６Ｖ、３６Ｗ、３６Ｙ、３６
Ｍ、３６Ｃ、３６Ｋによって中間転写ベルト３４に順次多重転写される。
【００７２】
　中間転写ベルト３４に多重転写された各色のトナー画像は、二次転写ロール６２によっ
て、用紙収容部４８から搬送されてきた用紙Ｐ上に二次転写される。トナー画像が転写さ
れた用紙Ｐは、搬送ベルト７０によって第２筐体１０Ｂの内部に設けられた定着ユニット
８２に向けて搬送される。
【００７３】
　用紙Ｐ上の各色のトナー画像が定着ユニット８２により加熱及び加圧されることで用紙
Ｐに定着される。さらに、トナー画像が定着された用紙Ｐは、冷却ユニット１１０を通過
して冷却された後、矯正装置１４０に送り込まれ、用紙Ｐに生じた湾曲が矯正される。
【００７４】
　湾曲が矯正された用紙Ｐは、インラインセンサ２００によって画像欠陥等が検出された
後、排出ロール１９８によって排出部１９６に排出される。
【００７５】
　一方、用紙Ｐの画像が形成されていない非画像面（裏面）に画像を形成させる場合（両
面印刷の場合）は、インラインセンサ２００を通過した後に、用紙Ｐが反転経路１９４で
反転される。そして、反転された用紙Ｐは、用紙収容部４８の上方に設けられた搬送路６
０に送り込まれて、前述した手順で裏面にトナー画像が形成される。
【００７６】
　次に、図３を参照して、本実施の形態に係る搬送部２１０の構成について詳細に説明す
る。
【００７７】
　図３に示すように、本実施の形態に係る搬送部２１０は、前述した用紙収容部４８、送
出ロール５２、搬送ロール５４、分離ロール５６、及び搬送路６０を備えている。また、
搬送部２１０は、複数（図３に示す例では、９つ）のタイミングセンサ５７及び重送セン
サ５９も備えている。
【００７８】
　本実施の形態に係るタイミングセンサ５７は、搬送路６０に沿って複数設けられている
。また、タイミングセンサ５７は、搬送路６０に沿って隣り合うタイミングセンサ５７の
間に少なくとも１対の搬送ロール５４が位置するように設けられている。そして、タイミ
ングセンサ５７は、タイミングセンサ５７が設けられた位置に対応する搬送路６０上の位
置（以下、単に「検知位置」という。）を用紙Ｐの先端が通過したタイミングを検知する
。
【００７９】
　具体的には、タイミングセンサ５７は、用紙Ｐの先端が検知位置を通過したタイミング
でオン状態となり、用紙Ｐの後端が検知位置を通過したタイミングでオフ状態となる。な
お、本実施の形態に係るタイミングセンサ５７としては、一例として、特開２００５－２
０６３０７号公報に記載の透過型又は反射型のセンサ等の従来既知のセンサを適用すれば
よい。
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【００８０】
　一方、本実施の形態に係る重送センサ５９は、各搬送路６０の合流地点の搬送方向の下
流側近傍に設けられている。重送センサ５９は、用紙Ｐが複数枚重なって搬送されること
（以下、「重送」という。）を検知する。なお、本実施の形態に係る重送センサ５９とし
ても、従来既知のセンサを適用すればよい。
【００８１】
　次に、図４を参照して、本実施の形態に係る画像形成装置１０の電気系の要部構成につ
いて説明する。
【００８２】
　図４に示すように、本実施の形態に係る画像形成装置１０は、画像形成装置１０の全体
的な動作を司るＣＰＵ（Central Processing Unit）２５０、及び各種プログラムや各種
パラメータ等が予め記憶されたＲＯＭ（Read Only Memory）２５２を備えている。また、
画像形成装置１０は、ＣＰＵ２５０よる各種プログラムの実行時のワークエリア等として
用いられるＲＡＭ（Random Access Memory）２５４、及びフラッシュメモリ等の不揮発性
の記憶部２５６も備えている。さらに、画像形成装置１０は、通信回線１１に接続され、
該通信回線１１に接続された他の外部装置と通信データの送受信を行う通信回線Ｉ／Ｆ（
Interface）部２５８も備えている。
【００８３】
　そして、これらの各部がアドレスバス、データバス、及び制御バス等のバス２６０を介
して互いに接続されている。また、バス２６０には、搬送部２１０に設けられた各タイミ
ングセンサ５７及び重送センサ５９も接続されている。この構成により、ＣＰＵ２５０に
より、バス２６０を介して、各タイミングセンサ５７がオン状態となったタイミング及び
オフ状態となったタイミングが検知される。従って、ＣＰＵ２５０により、用紙収容部４
８から給紙が開始された時点を起点として、用紙Ｐの先端が上記検知位置を通過して各タ
イミングセンサ５７がオン状態となるまでの期間（以下、「第１通過期間」という。）が
検出される。また、各タイミングセンサ５７は、予め設置位置が固定されているため、Ｃ
ＰＵ２５０により、検出した第１通過期間が、何れのタイミングセンサ５７から得られた
情報であるかが特定される。
【００８４】
　また、ＣＰＵ２５０により、各タイミングセンサ５７の状態に応じて、用紙収容部４８
から用紙Ｐが給紙されない不良（所謂ミスフィード）及び紙詰まり（所謂ジャム）も検知
される。具体的には、これらの不良は、ＣＰＵ２５０により、タイミングセンサ５７毎に
用紙Ｐが正常に搬送された期間として予め定められた期間の範囲を超えても、各タイミン
グセンサ５７がオン状態とならないことにより検知される。なお、以下では、ミスフィー
ド及びジャムを総称して「搬送停止不良」という。
【００８５】
　さらに、ＣＰＵ２５０により、バス２６０を介して、重送センサ５９からの出力により
重送が検知される。なお、以下では、ミスフィード、ジャム及び重送等の用紙Ｐの搬送不
良を総称して「用紙搬送不良」と言う。
【００８６】
　次に、図５を参照して、本実施の形態に係る推定装置３１０の電気系の要部構成につい
て説明する。
【００８７】
　図５に示すように、本実施の形態に係る推定装置３１０は、推定装置３１０の全体的な
動作を司るＣＰＵ３５０、及び各種プログラムや各種パラメータ等が予め記憶されたＲＯ
Ｍ３５２を備えている。また、推定装置３１０は、ＣＰＵ３５０よる各種プログラムの実
行時のワークエリア等として用いられるＲＡＭ３５４、及びＨＤＤ（Hard Disk Drive）
等の不揮発性の記憶部３１４も備えている。
【００８８】
　また、推定装置３１０は、各種の情報を入力するキーボード３５６、及び各種の情報を
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表示するディスプレイ３５８も備えている。また、推定装置３１０は、通信回線１１に接
続され、該通信回線１１に接続された他の外部装置と通信データの送受信を行う通信回線
Ｉ／Ｆ部３６０も備えている。そして、これらの各部がアドレスバス、データバス、及び
制御バス等のバス３６２を介して互いに接続されている。
【００８９】
　ところで、本実施の形態に係る画像形成装置１０では、上記駆動部材の経年による状態
の変化や画像形成時の該駆動部材に対する紙粉や埃の付着等に起因して、用紙搬送不良が
発生する場合がある。そして、用紙搬送不良が発生した場合、該駆動部材の交換や清掃等
の保守員による保守作業が必要となる場合があり、この場合、保守員が保守作業を行って
いる間は、画像形成装置１０の使用が中断される。そこで、用紙搬送不良の発生を事前に
把握し、用紙搬送不良が発生する前に夜間や休日等の画像形成装置１０の使用頻度が低い
時間帯等に保守作業を行うことができれば、利用者にとっての利便性を向上させる上で好
ましい。
【００９０】
　このため、本実施の形態に係る推定装置３１０には、用紙Ｐの搬送不良に関する搬送不
良情報を推定する搬送不良情報推定機能が搭載されている。また、本実施の形態に係る画
像形成装置１０には、該搬送不良情報推定機能を実現するために必要とされる情報を推定
装置３１０に送信する情報送信機能が搭載されている。
【００９１】
　次に、図６を参照して、上記情報送信機能及び搬送不良情報推定機能について説明する
。なお、図６は、本実施の形態に係る情報送信機能及び搬送不良情報推定機能を実行する
ための機能ブロック図である。図６に示すように、本実施の形態に係る画像形成装置１０
は、用紙搬送情報取得部２２０、用紙搬送情報送信部２２２、及び用紙搬送不良情報取得
部２２４を備えている。
【００９２】
　本実施の形態に係る用紙搬送情報取得部２２０は、情報を取得する期間として予め定め
られた期間Ｔ１（本実施の形態では、一例として１０００枚の用紙Ｐに画像が形成される
期間）毎に、予め定められた枚数Ｍ１（本実施の形態では、一例として２０枚）だけ連続
して搬送された用紙Ｐに関して、タイミングセンサ５７毎の第１通過期間を取得する。ま
た、用紙搬送情報取得部２２０は、外部から入力された画像形成指示に応じて、用紙Ｐの
特性を示す用紙特性情報、及び用紙Ｐが収容されていた用紙収容部４８を識別するための
収容部情報も取得する。
【００９３】
　なお、本実施の形態では、該用紙特性情報として、普通紙、及びコート紙等の用紙Ｐの
表面の特性に応じた種類を示す情報、及び用紙Ｐの単位面積当たりの重量を表す坪量［ｇ
／ｍ２］を示す情報を適用している。さらに、本実施の形態では、該用紙特性情報として
、用紙Ｐのサイズ（本実施の形態では面積［ｍｍ２］）を示す情報、及び該用紙Ｐへの画
像形成が、用紙Ｐに形成された画像の上に再度画像を重ねて形成する追い刷りであるか否
かを示す情報も適用している。そして、用紙搬送情報取得部２２０は、取得した各情報と
取得日時とを対応付けてＲＡＭ２５４に記憶する。なお、用紙特性情報として、用紙Ｐの
坪量及びサイズの双方ではなく何れか一方を適用してもよい。また、上記用紙Ｐのサイズ
を示す情報として、面積の代わりに、用紙Ｐの搬送方向の長さ及び用紙Ｐの搬送方向に交
差する交差方向の幅を適用してもよい。
【００９４】
　本実施の形態に係る用紙搬送情報送信部２２２は、用紙搬送情報取得部２２０によりＲ
ＡＭ２５４に記憶された枚数Ｍ１分の取得日時、第１通過期間、用紙特性情報、及び収容
部情報を通信回線Ｉ／Ｆ部２５８を介して推定装置３１０に送信する。さらに、これらの
情報と共に、用紙搬送情報送信部２２２は、画像形成装置１０の機種を示す機種情報、及
び画像形成装置１０を個別に識別するための装置ＩＤ（Identification）も通信回線Ｉ／
Ｆ部２５８を介して推定装置３１０に送信する。なお、本実施の形態に係る用紙搬送情報
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送信部２２２は、以上の各情報を、ＲＡＭ２５４に枚数Ｍ１分の該各情報が記憶されたタ
イミングや、ジョブ（１回の画像形成指示に応じて実行される処理の単位）の終了のタイ
ミング等に推定装置３１０に送信する。
【００９５】
　本実施の形態に係る用紙搬送不良情報取得部２２４は、用紙搬送不良が発生した場合、
ミスフィード、ジャム、及び重送等の用紙搬送不良の種別を示す情報（以下、「不良種別
情報」という。）を取得する。そして、用紙搬送不良情報取得部２２４は、不良種別情報
を取得した日時、不良種別情報、及び用紙搬送不良を検知したセンサを特定する情報（以
下、「検知センサ情報」という。）と、前述した機種情報及び装置ＩＤとを通信回線Ｉ／
Ｆ部２５８を介して推定装置３１０に送信する。なお、本実施の形態に係る用紙搬送不良
情報取得部２２４は、以上の各情報を取得する毎に推定装置３１０に送信する。なお、本
実施の形態に係る用紙搬送不良情報取得部２２４は、一例として、ジャムが発生した場合
は、検知センサ情報として、ジャムが発生した位置を挟んで搬送路６０に沿って隣り合う
タイミングセンサ５７の組み合わせの搬送方向上流側のタイミングセンサ５７を示す情報
を送信する。また、以下では、搬送路６０に沿って隣り合う２つのタイミングセンサ５７
の組み合わせを「センサペア」という。
【００９６】
　一方、本実施の形態に係る推定装置３１０は、第１の取得部３１２、第１の解析部３１
６、第２の解析部３１７、第２の取得部３１８、構築部３２０、推定部３２２、及び報知
部３２４を備えている。
【００９７】
　本実施の形態に係る第１の取得部３１２は、用紙搬送情報送信部２２２によって送信さ
れた取得日時、第１通過期間、用紙特性情報、収容部情報、機種情報、及び装置ＩＤを通
信回線Ｉ／Ｆ部３６０を介して取得する。そして、第１の取得部３１２は、取得したこれ
らの情報を対応付けて記憶部３１４に記憶し、かつ第１の解析部３１６に出力する。図７
に、本実施の形態に係る第１の取得部３１２により記憶部３１４に記憶される情報（以下
、「用紙搬送情報」という。）の一例を模式的に示す。
【００９８】
　図７に示すように、本実施の形態に係る用紙搬送情報には、取得日時、装置情報、用紙
特性情報、及び第１通過期間が含まれている。また、装置情報には、機種情報、装置ＩＤ
、及び収容部情報が含まれている。
【００９９】
　ここで、取得日時、装置情報、用紙特性情報、及び第１通過期間は、前述した用紙搬送
情報送信部２２２から送信された各情報である。なお、第１通過期間は、タイミングセン
サ５７毎に用紙搬送情報取得部２２０により取得された第１通過期間（単位：ｍｓ（ミリ
秒））を示す情報である。なお、一例として、図７に示す収容部Ｙ１は、図３に示す用紙
収容部４８Ａに対応し、図７に示すセンサＳ１及びセンサＳ２は、図３に示すタイミング
センサ５７Ａ及びタイミングセンサ５７Ｂに各々対応する。また、図７では、錯綜を回避
するために、センサＳ１及びセンサＳ２以外については、第１通過期間の記載を省略して
いる。
【０１００】
　本実施の形態に係る第１の解析部３１６は、第１の取得部３１２から入力された用紙搬
送情報に対して解析を行い、該解析によって得られた情報を機種情報毎に記憶部３１４に
記憶する。具体的には、第１の解析部３１６は、用紙搬送情報に含まれる枚数Ｍ１分の第
１通過期間から用紙Ｐの搬送状態の特徴を示す統計量（以下、「搬送状態特徴量」という
。）として、各センサ毎に通過期間の平均値及び分散値の平方根（標準偏差）を用紙Ｐの
種類毎に導出する。
【０１０１】
　本実施の形態に係る第２の解析部３１７は、第１の取得部３１２により記憶部３１４に
記憶された用紙搬送情報に対して解析を行う。そして、第２の解析部３１７は、該解析に
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よって得られた情報を機種情報毎に、該情報の日時と対応する日時の、第１の解析部３１
６により記憶部３１４に記憶された情報に対応付けて記憶部３１４に記憶する。具体的に
は、第２の解析部３１７は、用紙搬送情報に含まれる用紙Ｐの種類、坪量、及びサイズを
各々示す情報と、追い刷りであるか否かを示す情報と、から用紙Ｐの利用状況を示す情報
（以下、「利用状況情報」という。）を導出する。
【０１０２】
　より具体的には、第２の解析部３１７は、利用状況情報として、予め定められたタイミ
ングＴ２毎に、単位印刷枚数当たりの、用紙搬送情報に含まれる用紙Ｐの種類、坪量、及
びサイズの少なくとも一つが切り替わった回数（以下、「用紙切替頻度」という。）を機
種情報毎に導出する。さらに、第２の解析部３１７は、利用状況情報として、上記タイミ
ングＴ２毎に、単位印刷枚数当たりの追い刷りを行った枚数（以下、「追い刷り頻度」と
いう。）も機種情報毎に導出する。
【０１０３】
　なお、本実施の形態では、上記タイミングＴ２として、用紙搬送情報における各装置Ｉ
Ｄのレコード数が各々予め定められたレコード数（一例として２００件）以上となった毎
のタイミングを適用しているが、これに限らない。例えば、上記タイミングＴ２として、
第１の解析部３１６により解析が行われるタイミングと同じタイミングや、予め定められ
た期間（一例として１日）毎のタイミング等、他のタイミングを適用してもよい。
【０１０４】
　図８に、同一機種の画像形成装置１０における本実施の形態に係る第１の解析部３１６
及び第２の解析部３１７により解析されて記憶部３１４に記憶された情報（以下、「解析
情報」という。）の一例を模式的に示す。
【０１０５】
　図８に示すように、本実施の形態に係る解析情報には、取得日時、用紙特性情報、搬送
状態特徴量、及び利用状況情報が含まれる。また、搬送状態特徴量には、タイミングセン
サ５７毎の第１通過期間の平均値と分散値の平方根、及び搬送路６０に沿って隣り合う各
タイミングセンサ５７の間の用紙Ｐの通過期間（以下、「第２通過期間」という。）の平
均値と分散値の平方根が含まれる。第２通過期間は、各センサペアにおける、搬送方向の
下流側に位置するタイミングセンサ５７の第１通過期間から搬送方向の上流側に位置する
タイミングセンサ５７の第１通過期間を減算することにより導出される。
【０１０６】
　本実施の形態に係る第２の取得部３１８は、用紙搬送不良情報取得部２２４によって送
信された取得日時、不良種別情報、機種情報、及び装置ＩＤを通信回線Ｉ／Ｆ部３６０を
介して取得し、これらの情報（以下、「搬送不良蓄積情報」という。）を対応付けて記憶
部３１４に記憶する。図９に、本実施の形態に係る搬送不良蓄積情報の一例を模式的に示
す。
【０１０７】
　図９に示すように、本実施の形態に係る搬送不良蓄積情報には、取得日時、装置情報、
不良種別情報、及び検知センサ情報が含まれる。また、装置情報には、機種情報及び装置
ＩＤが含まれる。
【０１０８】
　ここで、取得日時、装置情報、不良種別情報、及び検知センサ情報は、用紙搬送不良情
報取得部２２４から第２の取得部３１８に送信された情報である。なお、一例として、図
９に示す検知センサ情報のＳ１及びＳ２は、図３に示すタイミングセンサ５７Ａ及びタイ
ミングセンサ５７Ｂに各々対応し、Ｊ１は、重送センサ５９に対応する。
【０１０９】
　本実施の形態に係る構築部３２０は、上記駆動部材による用紙Ｐの搬送不良に関する搬
送不良情報を、機種情報毎で、かつセンサペア毎に推定する推定モデルを構築する。具体
的には、第１の取得部３１２が記憶部３１４から用紙搬送情報及び解析情報を取得し、構
築部３２０に出力する。また、第２の取得部３１８が記憶部３１４から搬送不良蓄積情報
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を取得し、構築部３２０に出力する。構築部３２０は、第１の取得部３１２によって入力
された用紙搬送情報及び解析情報を入力情報とし、第２の取得部３１８によって入力され
た搬送不良蓄積情報に応じた搬送不良情報を出力情報として、搬送不良情報を推定する推
定モデルを構築して記憶部３１４に記憶する。
【０１１０】
　本実施の形態に係る推定部３２２は、記憶部３１４に予め記憶された推定モデルを用い
て、搬送不良情報の推定対象とする画像形成装置１０について第１の取得部３１２によっ
て取得された用紙搬送情報及び解析情報を入力情報として、搬送不良情報を推定する。
【０１１１】
　本実施の形態に係る報知部３２４は、推定部３２２によって推定された搬送不良情報に
より示される値が、予め定められた閾値以上である場合に、保守作業が必要である旨を報
知する。
【０１１２】
　ところで、以上のように構成された各構成要素による処理は、プログラムを実行するこ
とにより、コンピュータを利用してソフトウェア構成により実現してもよい。但し、ソフ
トウェア構成による実現に限られるものではなく、ハードウェア構成や、ハードウェア構
成とソフトウェア構成の組み合わせによって実現してもよいことは言うまでもない。なお
、上記各構成要素をハードウェア構成により実現する場合の形態例としては、該各構成要
素と同様の処理を実行する機能素子を作成して適用する形態が例示される。
【０１１３】
　以下では、上記各構成要素が、上記プログラムを実行することにより、該各構成要素に
よる処理を実現する場合について説明する。この場合、対応するプログラムを画像形成装
置１０及び推定装置３１０に予めインストールしておく形態や、コンピュータ読み取り可
能な記録媒体に格納された状態で提供される形態、有線または無線による通信手段を介し
て配信される形態等を適用してもよい。
【０１１４】
　次に、図１０を参照して、本実施の形態に係る画像形成装置１０の作用を説明する。な
お、図１０は、画像形成装置１０により用紙Ｐに対する画像形成指示が入力される毎にＣ
ＰＵ２５０によって実行される情報送信処理プログラムの処理の流れを示すフローチャー
トであり、該プログラムはＲＯＭ２５２に予めインストールされている。なお、ここでは
、説明を簡易かつ明瞭化するため、画像形成装置１０による画像を形成する処理について
は説明を省略する。
【０１１５】
　図１０のステップＳ１００では、ＣＰＵ２５０は、前述したように、各タイミングセン
サ５７からの出力に基づいて搬送停止不良が発生したか否かを判定する。ＣＰＵ２５０は
、この判定が肯定判定となった場合はステップＳ１０２の処理に移行する。ステップＳ１
０２では、ＣＰＵ２５０は、不良種別情報の取得日時、不良種別情報、及び検知センサ情
報と、自機の機種情報及び装置ＩＤとを、通信回線Ｉ／Ｆ部２５８を介して推定装置３１
０に送信した後、ステップＳ１０４の処理に移行する。一方、上記ステップＳ１００の処
理において否定判定となった場合、ＣＰＵ２５０は、ステップＳ１０２の処理を実行する
ことなく、ステップＳ１０４の処理に移行する。
【０１１６】
　ステップＳ１０４では、ＣＰＵ２５０は、前述したように、重送センサ５９からの出力
に基づいて重送が発生したか否かを判定する。ＣＰＵ２５０は、この判定が肯定判定とな
った場合はステップＳ１０６の処理に移行する。ステップＳ１０６では、ＣＰＵ２５０は
、不良種別情報の取得日時、不良種別情報、及び検知センサ情報と、自機の機種情報及び
装置ＩＤとを、通信回線Ｉ／Ｆ部２５８を介して推定装置３１０に送信した後、ステップ
Ｓ１０８の処理に移行する。一方、上記ステップＳ１０４の処理において否定判定となっ
た場合、ＣＰＵ２５０は、ステップＳ１０６の処理を実行することなく、ステップＳ１０
８の処理に移行する。



(16) JP 6524685 B2 2019.6.5

10

20

30

40

50

【０１１７】
　ステップＳ１０８では、ＣＰＵ２５０は、第１通過期間を取得するタイミングとして予
め定められたタイミングが到来したか否かを判定する。ＣＰＵ２５０は、この判定が肯定
判定となった場合はステップＳ１１０の処理に移行する。なお、本実施の形態では、該タ
イミングとして、前述したように期間Ｔ１毎に連続して搬送された枚数Ｍ１分の第１通過
期間を取得するタイミングを適用しているがこれに限らない。例えば、上記タイミングと
して、用紙搬送不良が検知されたタイミング、予め定められた期間（一例として３時間）
毎のタイミング等、他のタイミングを適用してもよい。
【０１１８】
　ステップＳ１１０では、ＣＰＵ２５０は、前述したように、タイミングセンサ５７毎に
第１通過期間を取得し、次のステップＳ１１２では、ＣＰＵ２５０は、前述したように、
用紙特性情報及び収容部情報を取得する。次のステップＳ１１４では、ＣＰＵ２５０は、
上記ステップＳ１１０の処理によって取得した第１通過期間と該第１通過期間の取得日時
と上記ステップＳ１１２の処理によって取得した用紙特性情報及び収容部情報とを対応付
けてＲＡＭ２５４に記憶する。
【０１１９】
　次のステップＳ１１６では、ＣＰＵ２５０は、ＲＡＭ２５４に記憶した情報を送信する
タイミングとして予め定められたタイミングが到来したか否かを判定する。ＣＰＵ２５０
は、この判定が肯定判定となった場合はステップＳ１１８の処理に移行する。なお、本実
施の形態では、該情報を送信するタイミングとして、ＲＡＭ２５４に枚数Ｍ１分の情報が
記憶されたタイミングを適用しているが、これに限らない。例えば、上記情報を送信する
タイミングとして、用紙搬送不良が検知されたタイミングや、予め定められた期間（一例
として１日）毎のタイミング等、他のタイミングを適用してもよい。
【０１２０】
　ステップＳ１１８では、ＣＰＵ２５０は、上記ステップＳ１１４の処理によってＲＡＭ
２５４に記憶した情報と、自機の機種情報及び装置ＩＤとを、通信回線Ｉ／Ｆ部２５８を
介して推定装置３１０に送信する。次のステップＳ１２０では、ＣＰＵ２５０は、上記ス
テップＳ１１４の処理によってＲＡＭ２５４に記憶した情報をＲＡＭ２５４から削除し、
本情報送信処理プログラムを終了する。一方、上記ステップＳ１０８又はステップＳ１１
６の処理において否定判定となった場合、ＣＰＵ２５０は、本情報送信処理プログラムを
終了する。
【０１２１】
　次に、図１１及び図１２を参照して、本実施の形態に係る推定装置３１０の作用を説明
する。なお、図１１は、推定装置３１０の電源がオン状態とされたタイミングで、推定装
置３１０のＣＰＵ３５０によって実行される推定モデル構築処理プログラムの処理の流れ
を示すフローチャートである。また、図１２は、予め定められた期間（一例として１日）
毎に、推定装置３１０のＣＰＵ３５０によって実行される推定処理プログラムの処理の流
れを示すフローチャートである。これらの各プログラムは、ＲＯＭ３５２に予めインスト
ールされている。
【０１２２】
　まず、図１１を参照して、推定モデル構築処理プログラムの処理の流れを説明する。
【０１２３】
　図１１のステップＳ２００では、ＣＰＵ３５０は、上記情報送信処理プログラムのステ
ップＳ１０２、ステップＳ１０６、又はステップＳ１１８の処理によって送信された情報
が受信されるまで待機する。ステップＳ２０２では、ＣＰＵ３５０は、上記ステップＳ２
００の処理によって受信した情報が用紙搬送情報であるか否かを判定し、この判定が肯定
判定となった場合はステップＳ２０４の処理に移行する。
【０１２４】
　ステップＳ２０４では、ＣＰＵ３５０は、受信した用紙搬送情報を記憶部３１４に記憶
する。このステップＳ２０４の処理によって、図７に模式的に示したように、用紙搬送情
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報が記憶部３１４に記憶される。次のステップＳ２０６では、ＣＰＵ３５０は、前述した
ように、上記ステップＳ２００の処理によって受信した用紙搬送情報から搬送状態特徴量
を導出する。次のステップＳ２０８では、ＣＰＵ３５０は、前述したように、上記ステッ
プＳ２０６の処理によって導出した搬送状態特徴量を記憶部３１４に記憶した後、ステッ
プＳ２１０の処理に移行する。
【０１２５】
　ステップＳ２１０では、ＣＰＵ３５０は、上記タイミングＴ２が到来したか否かを判定
する。ＣＰＵ３５０は、この判定が肯定判定となった場合はステップＳ２１２の処理に移
行する。ステップＳ２１２では、ＣＰＵ３５０は、前述したように、上記ステップＳ２０
４の処理によって記憶部３１４に記憶した用紙搬送情報から利用状況情報を導出する。次
のステップＳ２１４では、ＣＰＵ３５０は、前述したように、上記ステップＳ２１２の処
理によって導出した利用状況情報を記憶部３１４に記憶した後、ステップＳ２１６の処理
に移行する。上記ステップＳ２０８及びステップＳ２１４の処理によって、図８に模式的
に示したように、解析情報が記憶部３１４に記憶される。
【０１２６】
　一方、上記ステップＳ２１０において否定判定となった場合、ＣＰＵ３５０は、ステッ
プＳ２１２～ステップＳ２１４の処理を実行することなく、ステップＳ２１６の処理に移
行する。また、上記ステップＳ２０２において否定判定となった場合、ＣＰＵ３５０は、
ステップＳ２０４～ステップＳ２１４の処理を実行することなく、ステップＳ２１６の処
理に移行する。
【０１２７】
　ステップＳ２１６では、ＣＰＵ３５０は、上記ステップＳ２００の処理によって受信し
た情報が搬送不良蓄積情報であるか否かを判定し、この判定が肯定判定となった場合はス
テップＳ２１８の処理に移行する。ステップＳ２１８では、ＣＰＵ３５０は、前述したよ
うに、上記ステップＳ２００の処理によって受信した搬送不良蓄積情報を記憶部３１４に
記憶した後、ステップＳ２２０の処理に移行する。上記ステップＳ２１８の処理により、
図９に模式的に示したように、搬送不良蓄積情報が記憶部３１４に記憶される。一方、上
記ステップＳ２１６において否定判定となった場合、ＣＰＵ３５０は、ステップＳ２１８
の処理を実行することなく、ステップＳ２２０の処理に移行する。
【０１２８】
　ステップＳ２２０では、ＣＰＵ３５０は、記憶部３１４に記憶した搬送不良蓄積情報の
レコード数が予め定められた閾値（本実施の形態では、一例として３０件）以上となった
か否かを判定する。ＣＰＵ３５０は、この判定が肯定判定となった場合はステップＳ２２
２の処理に移行する一方、この判定が否定判定となった場合は上記ステップＳ２００の処
理に戻る。
【０１２９】
　ステップＳ２２２では、ＣＰＵ３５０は、搬送停止不良及び重送の各々について、搬送
不良蓄積情報及び用紙搬送情報に基づいて、用紙Ｐの単位印刷枚数（本実施の形態では、
一例として１００００枚）当たりの不良の発生件数により示される不良発生レート（不良
発生頻度）を導出する。次のステップＳ２２４では、ＣＰＵ３５０は、記憶部３１４から
用紙搬送情報及び解析情報の各情報を全て読み出し、該各情報を入力情報とし、上記ステ
ップＳ２２２の処理によって導出した不良発生レートを出力情報として推定モデルを機種
毎かつセンサペア毎に構築する。
【０１３０】
　ここで、上記推定モデルの構築について詳細に説明する。本実施の形態では、一例とし
て、推定モデルの構築に重回帰分析を用いる。なお、ここでは、錯綜を回避するために、
前述したセンサＳ１及びセンサＳ２のセンサペアについて推定モデルを構築する場合につ
いて説明するが、他のセンサペアについても同様に推定モデルを構築する。
【０１３１】
　本実施の形態では、重回帰分析の入力情報（説明変数）として、２種類の用紙特性情報
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（普通紙又はコート紙）毎における第１通過期間及び第２通過期間の各通過期間の搬送状
態特徴量（各通過期間の平均値及び分散値の平方根）を適用する。さらに、本実施の形態
では、重回帰分析の入力情報として、用紙切替頻度及び追い刷り頻度も適用する。一方、
本実施の形態では、重回帰分析の出力情報（目的変数）として、搬送停止不良及び重送の
発生レートを各々適用する。そして、ＣＰＵ３５０は、これらの入力情報と出力情報とを
用いて重回帰分析を行い、重回帰分析係数及び定数項を得る。次の式（１）及び式（２）
に、本実施の形態に係る重回帰分析の数式を示す。
【０１３２】
【数１】

　Ｐｍ（ｔｎ）：タイミングｔｎにおける搬送停止不良発生レート
　Ｐｄ（ｔｎ）：タイミングｔｎにおける重送発生レート
　ａ１～ａ１０：各入力情報に対する搬送停止不良発生レートの推定モデルの重回帰分析
係数
　ｂ１～ｂ１０：各入力情報に対する重送発生レートの推定モデルの重回帰分析係数
　ｘ１（ｔｎ）～ｘ１０（ｔｎ）：タイミングｔｎにおける各入力情報
　ｃ１：搬送停止不良発生レートの推定モデルの定数項
　ｃ２：重送発生レートの推定モデルの定数項
【０１３３】
　なお、本実施の形態では、一例として、ｘ１（ｔｎ）～ｘ４（ｔｎ）に、用紙Ｐの種類
が普通紙の搬送状態特徴量（第１通過期間の平均値、第１通過期間の分散値の平方根、第
２通過期間の平均値、及び第２通過期間の分散値の平方根）の各々を適用している。また
、本実施の形態では、一例として、ｘ５（ｔｎ）～ｘ８（ｔｎ）に、用紙Ｐの種類がコー
ト紙の搬送状態特徴量（第１通過期間の平均値、第１通過期間の分散値の平方根、第２通
過期間の平均値、及び第２通過期間の分散値の平方根）の各々を適用している。また、本
実施の形態では、一例として、ｘ９（ｔｎ）に、用紙切替頻度を適用し、ｘ１０（ｔｎ）
に、追い刷り頻度を適用している。
【０１３４】
　このように、本実施の形態では、重回帰分析で用いる回帰式として、１次関数を適用し
ているが、これに限らない。例えば、該回帰式として、２次関数や指数関数等の回帰式を
経験則等に応じて適用してもよい。また、上記ａ１～ａ１０、ｂ１～ｂ１０の重回帰分析
係数は、推定モデルの汎化性を高めるため、ＡＩＣ（Ａｋａｉｋｅ’ｓ　Ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ　Ｃｒｉｔｅｒｉｏｎ）等の情報量基準を評価指標として、予め定められた数の
重回帰分析係数を選択して適用してもよい。
【０１３５】
　次のステップＳ２２６では、ＣＰＵ３５０は、上記ステップＳ２２４の処理によって導
出した重回帰分析係数及び定数項を記憶部３１４に記憶することにより、推定モデルを記
憶（更新）する。次のステップＳ２２８では、ＣＰＵ３５０は、予め定められた終了タイ
ミングが到来したか否かを判定し、この判定が否定判定となった場合は、上記ステップＳ
２００の処理に戻る一方、この判定が肯定判定となった場合は、本推定モデル構築処理を
終了する。なお、本実施の形態では、上記ステップＳ２２８の処理において適用する終了
タイミングとして、推定装置３１０の電源スイッチがオフ状態とされたタイミングを適用
しているが、これに限らない。例えば、該終了タイミングとして、ユーザにより、キーボ
ード３５６等を介して本推定モデル構築処理プログラムの終了を指示する指示入力が行わ
れたタイミング等、他のタイミングを適用してもよいことは言うまでもない。
【０１３６】
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　次に、図１２を参照して、上記推定モデル構築処理プログラムによって構築された推定
モデルを用いて搬送不良情報を推定する推定処理プログラムの処理の流れについて説明す
る。
【０１３７】
　図１２のステップＳ３００では、ＣＰＵ３５０は、記憶部３１４に記憶された用紙搬送
情報のうち、搬送不良情報の推定を行っていない最新の用紙搬送情報を読み出す。次のス
テップＳ３０２では、ＣＰＵ３５０は、記憶部３１４に記憶された、上記ステップＳ３０
０の処理によって読み出した用紙搬送情報に対応する解析情報を読み出す。次のステップ
Ｓ３０４では、ＣＰＵ３５０は、記憶部３１４に記憶された搬送停止不良発生レートを推
定する推定モデルを用いて、上記ステップＳ３００の処理によって読み出した各情報、及
び上記ステップＳ３０２の処理によって読み出した各情報を入力情報として、装置毎かつ
センサペア毎に搬送停止不良発生レートを導出する。次のステップＳ３０６では、ＣＰＵ
３５０は、記憶部３１４に記憶された重送発生レートを推定する推定モデルを用いて、上
記ステップＳ３００の処理によって読み出した各情報、及び上記ステップＳ３０２の処理
によって読み出した各情報を入力情報として、装置毎かつセンサペア毎に重送発生レート
を導出する。
【０１３８】
　次のステップＳ３０８では、ＣＰＵ３５０は、上記ステップＳ３０４の処理によって導
出した搬送停止不良発生レート、及び上記ステップＳ３０６の処理によって導出した重送
発生レートの少なくとも１つが予め定められた閾値以上となったか否かを判定する。ＣＰ
Ｕ３５０は、この判定が肯定判定となった場合はステップＳ３１０の処理に移行する。な
お、上記ステップＳ３０８の処理で用いる閾値は、搬送停止不良発生レートと重送発生レ
ートとで異なる値としてもよいし、同じ値としてもよい。また、該閾値は、要求される搬
送不良への対策の即時性に応じて設定してもよいし、ユーザによりキーボード３５６等を
介して入力されることにより設定してもよい。
【０１３９】
　次のステップＳ３１０では、ＣＰＵ３５０は、搬送停止不良発生レート及び重送発生レ
ートの少なくとも１つが閾値以上となったことを報知する搬送不良発生レート表示画面を
ディスプレイ３５８に表示する。図１３に本実施の形態に係る搬送不良発生レート表示画
面の一例を示す。図１３に示すように、本実施の形態に係る搬送不良発生レート表示画面
では、報知を行った日時、報知の対象とされる画像形成装置１０の装置ＩＤ、及び保守作
業の対象とするロールのロールＩＤが示される。さらに、図１３に示すように、本実施の
形態に係る搬送不良発生レート表示画面では、予め用意された文字列と推定値とを用いて
推定結果も示される。なお、保守作業の対象とするロールのロールＩＤは、推定値が上記
閾値以上となった推定モデルに対応するセンサペアの間に位置する上記駆動部材を個別に
識別するための情報を示している。また、ユーザは、搬送不良発生レート表示画面の表示
を終了する場合、該搬送不良発生レート表示画面の下部に表示されている終了ボタンをキ
ーボード３５６等により指定する。
【０１４０】
　一方、上記ステップＳ３０８において否定判定となった場合、ＣＰＵ３５０は、ステッ
プＳ３１０の処理を実行することなく、本推定処理プログラムを終了する。
【０１４１】
　以上説明した推定処理プログラムの実行により得られた推定値の一例を図１４Ａ、図１
４Ｂ、図１５Ａ、図１５Ｂに示す。図１４Ａは、重送発生レートの推定値の時系列のデー
タを示すグラフであり、図１４Ｂは、搬送停止不良発生レートの推定値の時系列のデータ
を示すグラフである。ここで、図１４Ａ及び図１４Ｂともに、縦軸は推定値を示し、横軸
は推定処理プログラムが実行された日時を示している。
【０１４２】
　一方、図１５Ａは、重送発生レートの推定値と実績値との関係を示す散布図であり、図
１５Ｂは、搬送停止不良発生レートの推定値と実績値との関係を示す散布図である。ここ
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で、図１５Ａ及び図１５Ｂともに、縦軸が推定値を示し、横軸が実績値を示している。な
お、図１５Ａ及び図１５Ｂでは、原点（０、０）を通り、傾きが１の直線Ｌ１に各推定値
が近いほど推定の精度が高いことを示している。従って、図１５Ａ及び図１５Ｂの何れも
、推定値と実績値との相関が比較的高いことを示している。
【０１４３】
　なお、図１４Ａ及び図１５Ａは、入力情報として、普通紙の第２通過期間の分散値、コ
ート紙の第２通過期間の分散値、普通紙の第１通過期間の平均値、コート紙の第１通過期
間の平均値、及び用紙切替頻度を適用した場合の推定値について示している。また、図１
４Ｂ及び図１５Ｂは、入力情報として、普通紙の第１通過期間の平均値、コート紙の第２
通過期間の分散値、コート紙の第２通過期間の平均値、普通紙の第２通過期間の分散値、
及び追い刷り頻度を適用した場合の推定値について示している。
【０１４４】
　以上、実施の形態を説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲に
は限定されない。発明の要旨を逸脱しない範囲で上記実施の形態に多様な変更または改良
を加えることができ、該変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
【０１４５】
　また、上記実施の形態は、クレーム（請求項）にかかる発明を限定するものではなく、
また実施の形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須で
あるとは限らない。前述した実施の形態には種々の段階の発明が含まれており、開示され
る複数の構成要件の組み合わせにより種々の発明が抽出される。実施の形態に示される全
構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、効果が得られる限りにおいて、この幾つ
かの構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。
【０１４６】
　例えば、上記実施の形態では、推定モデルの構築に用いる手法として、重回帰分析を適
用した場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、該推
定モデルの構築に用いる手法として、ニューラルネットワーク等の他の機械学習の手法を
適用する形態としてもよい。また、ユーザにより重回帰分析係数及び定数項を調整可能と
してもよい。
【０１４７】
　また、上記実施の形態では、搬送停止不良発生レートを推定する推定モデルと、重送発
生レートを推定する推定モデルとを同じタイミングで構築する場合について説明したが、
本発明はこれに限定されるものではない。例えば、これらの推定モデルを異なるタイミン
グで構築する形態としてもよい。
【０１４８】
　また、上記実施の形態では、用紙Ｐの特性（種類）毎に推定モデルを分けずに構築する
場合について説明したが、推定モデルを用紙Ｐの特性毎に分けて構築する形態もよい。こ
の場合、用紙Ｐの特性毎に説明変数と目的変数を分類し、上記実施の形態と同様に、重回
帰分析を用いて推定モデルを各々構築する形態が例示される。また、搬送停止不良及び重
送の何れかが発生するレートである搬送不良発生レートが導出されるように推定モデルを
構築する形態としてもよい。
【０１４９】
　また、上記実施の形態で示した入力情報の数は、上記実施の形態で示した数に限定され
るものではなく、要求される推定精度や推定システム３００の処理性能等に応じて適宜変
更する形態としてもよい。
【０１５０】
　また、上記実施の形態では、第１の取得部３１２により用紙搬送情報が取得される毎に
第１の解析部３１６により解析を行う場合について説明したが、本発明はこれに限定され
るものではない。例えば、予め定められた期間（一例として１日）毎に第１の解析部３１
６により解析を行う形態としてもよい。
【０１５１】
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　また、上記実施の形態では、用紙搬送情報を推定装置３１０の記憶部３１４に記憶し、
推定装置３１０で用紙搬送情報から搬送状態特徴量を導出する場合について説明したが、
本発明はこれに限定されるものではない。例えば、これらの処理を各画像形成装置１０で
行う形態としてもよい。
【０１５２】
　また、上記実施の形態では、用紙搬送情報を推定装置３１０の記憶部３１４に記憶し、
推定装置３１０で用紙搬送情報から利用状況情報を導出する場合について説明したが、本
発明はこれに限定されるものではない。例えば、利用状況情報は用紙搬送情報とは別に取
得する形態としてもよい。この場合、例えば、画像形成装置１０は、用紙Ｐの種類、坪量
、及びサイズの少なくとも一つが切り替わった日時を記憶部２５６に記録する。そして、
画像形成装置１０は、期間Ｔ１毎に、用紙切替頻度を導出し、導出した日時、機種情報、
及び装置ＩＤと共に推定装置３１０に送信する。一方、推定装置３１０は画像形成装置１
０から受信した用紙切替頻度を、受信した機種情報に対応する解析情報における、受信し
た日時に対応する搬送状態特徴量のレコードに対応付けて記憶する形態が例示される。な
お、ここでは、利用状況情報として、用紙切替頻度を適用した場合について説明したが、
追い刷り頻度を適用した場合についても同様であることは言うまでもない。
【０１５３】
　また、上記実施の形態では、特に言及しなかったが、用紙切替頻度を導出する場合に、
用紙Ｐの坪量に応じた重み値を設定して重み付けを行って用紙切替頻度を導出する形態と
してもよい。この場合、例えば、標準的な用紙Ｐの坪量の下限値として第１閾値（一例と
して８０［ｇ／ｍ２］）を予め定め、標準的な用紙Ｐの坪量の上限値として第１閾値より
大きい第２閾値（一例として２００［ｇ／ｍ２］）を予め定める。そして、坪量が第１閾
値以下の用紙Ｐに切り替わった回数、及び坪量が第２閾値以上の用紙Ｐに切り替わった回
数の少なくとも一方に重み値を設定して重み付けを行う形態が例示される。
【０１５４】
　具体的には、例えば、用紙Ｐの坪量が７０［ｇ／ｍ２］から１００［ｇ／ｍ２］に切り
替わった場合は、切り替わった回数を１回として数える。一方、例えば、用紙Ｐの坪量が
１００［ｇ／ｍ２］から７０［ｇ／ｍ２］に切り替わった場合は、切り替わった回数を１
．５回として数えて、用紙切替頻度を導出する形態が例示される。また、この形態例にお
いて、用紙Ｐの坪量が小さくなるほど重み値を大きく設定する形態としてもよいし、用紙
Ｐの坪量が大きくなるほど重み値を大きく設定する形態としてもよい。また、上記第１閾
値及び第２閾値は、過去の印刷実績や用紙搬送不良の発生頻度の実績に基づいて設定して
もよいし、ユーザによりキーボード３５６等を介して入力されることにより設定してもよ
い。
【０１５５】
　また、上記実施の形態では、本発明の駆動部材として、送出ロール５２、搬送ロール５
４、及び分離ロール５６の各ロールを適用した場合について説明したが、本発明はこれに
限定されるものではない。例えば、該駆動部材として、反転経路１９４に沿って設けられ
た搬送ロールを適用する形態としてもよい。また、この形態例において、利用状況情報と
して、単位印刷枚数当たりの両面印刷枚数を適用する形態としてもよい。
【０１５６】
　また、上記実施の形態では、利用状況情報として、用紙切替頻度及び追い刷り頻度を適
用した場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、利用
状況情報として、単位印刷枚数当たりのトナーの消費量を適用する形態としてもよい。ま
た、利用状況情報として、印刷枚数の変動量を適用する形態としてもよい。この場合、印
刷枚数の変動量として、予め定められた期間毎の印刷枚数の分散値を適用する形態が例示
される。また、印刷枚数の変動量として、次の（３）式により、予め定められた期間毎の
最大印刷枚数ＭＡＸＰ、最小印刷枚数ＭＩＮＰ、及び平均印刷枚数ＡＶＥＰを用いて求め
られる値Ｖを適用する形態としてもよい。
【０１５７】
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【数２】

【０１５８】
　また、利用状況情報として、単位印刷枚数当たりの、坪量が上記第１閾値以下の用紙Ｐ
の枚数及び上記第２閾値以上の用紙Ｐの枚数の少なくとも一方を適用する形態としてもよ
い。
【０１５９】
　さらに、利用状況情報として、用紙収容部４８から用紙Ｐを給紙する場合に、空気を供
給することにより用紙Ｐの給紙を補助する部材（所謂エアアシスト部材）の有無を適用す
る形態としてもよい。
【０１６０】
　また、上記実施の形態では、用紙Ｐの種類、坪量、及びサイズの少なくとも一つが切り
替わった回数を用いて用紙切替頻度を導出する場合について説明したが、本発明はこれに
限定されるものではない。例えば、画像形成装置１０が、用紙Ｐの特性を一意的に識別す
る用紙ＩＤを設定可能な機種の場合、該用紙ＩＤが切り替わった回数を用いて用紙切替頻
度を導出する形態としてもよい。
【０１６１】
　また、上記実施の形態では、保守作業が必要である旨を報知する場合について説明した
が、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、推定値が大きくなるほど、保守作
業が必要な時期として、現時点に近い時期を示す情報を報知する形態としてもよい。この
場合、例えば、推定値が第３閾値（一例として０．５）未満の場合は報知せず、第３閾値
以上第３閾値より大きい第４閾値（一例として１．５）未満の場合は、２週間以内に保守
作業が必要であるとの旨のメッセージを搬送不良発生レート表示画面としてディスプレイ
３５８に表示する形態が例示される。さらに、この場合、推定値が第４閾値以上の場合は
、１週間以内に保守作業が必要であるとの旨のメッセージを搬送不良発生レート表示画面
としてディスプレイ３５８に表示する形態が例示される。
【０１６２】
　また、上記実施の形態では、搬送不良の発生レート（発生頻度）を推定する場合につい
て説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、該発生レートが、上記
第３閾値未満の場合は、保守作業の必要性の度合を示す保守作業必要度を小、上記第３閾
値以上第４閾値未満の場合は保守作業必要度を中、上記第４閾値以上の場合は保守作業必
要度を大と分類する。そして、推定モデルは、入力情報が、この大中小の分類の何れに分
類されるかを推定する形態としてもよい。また、この形態例において、推定モデルを構築
する手法として、マハラノビス距離による判別分析、決定木、重回帰分析、ベイジアンネ
ットワーク、ナイーブベイズ等の他の機械学習の手法を適用する形態としてもよい。
【０１６３】
　また、上記実施の形態で示したタイミングセンサ５７の数や位置は、上記実施の形態で
示したものに限定されるものではなく、要求される推定精度等に応じて適宜変更してもよ
いことは言うまでもない。例えば、タイミングセンサ５７が１つの場合は、前述した第２
通過期間は導出されないため、搬送状態特徴量として、第１通過期間の平均値及び分散値
の平方根を適用して推定モデルを構築する形態が例示される。
【０１６４】
　また、上記実施の形態では、第１通過期間の検出の起点として、用紙収容部４８から用
紙Ｐの給紙が開始された時点を適用した場合について説明したが、本発明はこれに限定さ
れるものではない。例えば、第１通過期間の検出の起点として、外部からＣＰＵ２５０に
画像形成指示が入力された時点や用紙Ｐの搬送開始の指示がＣＰＵ２５０から出力された
時点等、他の予め定められた時点を適用する形態としてもよい。
【０１６５】
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　また、上記実施の形態では、画像形成装置の機種毎に推定モデルを構築する場合につい
て説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、該推定モデルを異なる
機種を用いて構築する形態としてもよい。この場合、例えば、タイミングセンサ５７の配
置位置を同じ位置にする等、推定モデルの構築に用いる異なる機種の入力情報を基準化す
る必要がある。
【０１６６】
　また、上記実施の形態では、推定モデルの入力情報として、枚数Ｍ１分の用紙搬送情報
から導出された搬送状態特徴量を適用した場合について説明したが、本発明はこれに限定
されるものではない。例えば、予め定められた期間（一例として５枚の用紙Ｐに画像が形
成される期間）毎に１枚分の用紙搬送情報を取得し、推定モデルの入力情報として、搬送
状態特徴量に代えて、第１通過期間及び第２通過期間を適用する形態としてもよい。
【０１６７】
　また、上記実施の形態では、推定モデルを推定装置３１０の記憶部３１４に記憶する場
合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、推定モデルを
推定装置３１０の外部に設けられた記憶手段に記憶する形態としてもよい。
【０１６８】
　また、上記実施の形態では、用紙Ｐの種類毎に搬送状態特徴量を導出する場合について
説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、用紙Ｐの坪量を複数の範
囲（一例として、８０［ｇ／ｍ２］以下、８０［ｇ／ｍ２］を超えて２００［ｇ／ｍ２］
未満、２００［ｇ／ｍ２］以上の３つの範囲）に分け、該範囲毎に搬送状態特徴量を導出
する形態としてもよい。また、例えば、用紙Ｐのサイズを複数の範囲に分け、該範囲毎に
搬送状態特徴量を導出する形態としてもよい。
【０１６９】
　さらに、上記実施の形態では、搬送不良情報の推定対象として、画像形成装置を適用し
た場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、搬送不良
情報の推定対象として、画像読取装置等の用紙を搬送させるために駆動される駆動部材を
有する他の装置を適用する形態としてもよい。
【０１７０】
　その他、上記実施の形態で説明した推定システム３００、画像形成装置１０、及び推定
装置３１０の構成（図１～図６参照。）は一例であり、本発明の主旨を逸脱しない範囲内
において不要な部分を削除したり、新たな部分を追加したりしてもよいことは言うまでも
ない。
【０１７１】
　また、上記実施の形態で説明した各種プログラムの処理の流れ（図１０～図１２参照。
）も一例であり、本発明の主旨を逸脱しない範囲内において不要なステップを削除したり
、新たなステップを追加したり、処理順序を入れ替えたりしてもよいことは言うまでもな
い。
【０１７２】
　また、上記実施の形態で示した搬送不良発生レート表示画面の構成（図１３参照。）も
一例であり、本発明の主旨を逸脱しない範囲内において、一部の情報を削除したり、新た
な情報を追加したり、表示位置を変えたりすることができることは言うまでもない。
【０１７３】
　さらに、上記実施の形態で示した各情報の構成（図７～図９参照。）も一例であり、本
発明の主旨を逸脱しない範囲内において、一部の情報を削除したり、新たな情報を追加し
たり、記憶位置を入れ替えたりすることができることは言うまでもない。
【符号の説明】
【０１７４】
１０　　画像形成装置
５２　　送出ロール
５４　　搬送ロール
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５６　　分離ロール
３００　推定システム
３１０　推定装置
３１２　第１の取得部
３１４　記憶部
３２２　推定部
３２４　報知部
Ｐ　　　用紙

【図１】 【図２】
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【図１１】 【図１２】
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【図１４Ｂ】 【図１５Ａ】

【図１５Ｂ】
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